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兵庫県労委平成２７年(不)第２号 

 

命 令 書 
 

当事者の表示  別紙当事者目録記載のとおり 

 

上記当事者間の兵庫県労委平成２７年(不 )第２号不当労働行為救済

申立事件について、当委員会は、平成２８年１１月１０日第１５１８回

公益委員会議において、会長公益委員滝澤功治、公益委員正木靖子、同

大内伸哉、同小南秀夫、同関根由紀、同塚本隆文、同米田耕士出席し、

合議の上、次のとおり命令する。 

 

主  文 

 

本件申立てを棄却する。 

 

理  由 

 

第１ 事案の概要及び請求する救済の内容の要旨  

 １ 事案の概要  

   本 件 は 、 ① 平 成 ２ ６ 年 年 末 一 時 金 （ 以 下 「 本 件 一 時 金 」 と い

う。）に係る団体交渉（以下「本件一時金交渉」という。）におけ

る被申立人Ｙ会社（以下「被申立人会社」という。）の対応が、労

働組合法（以下「労組法」という。）第７条第２号の不当労働行為

に該当し、②被申立人会社がＸ１組合（以下「申立人組合」とい

う。）の組合員に本件一時金を支給しないことが、同条第１号及び

第３号の不当労働行為に該当し、③被申立人会社が平成２６年１２

月２６日付け覚書等に基づき申立人組合の組合員以外の従業員に対

し、金員を支給したことが、同条第３号の不当労働行為に該当する

として、救済申立てがあった事案である。 
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 ２ 請求する救済の内容の要旨  

  ⑴ 被申立人会社は、申立人組合に対して本件一時金交渉において、

申立人組合が本件一時金の原資の存在を検討するに足りる財務資

料を提出し、本件一時金の提案額の根拠を説明しなければならな

い。 

  ⑵ 被申立人会社は、個人の申立人２９人（以下「個人申立人ら」

という。）に対して本件一時金として、Ｃ組合の組合員に支給し

た金額と同額を支給しなければならない。 

  ⑶ 謝罪文の掲示及び手交 

 

第２ 本件の争点  

 １ 本件一時金交渉に係る被申立人会社の対応は、不誠実団体交渉に

該当するか。（争点１） 

 ２ 被申立人会社が、本件一時金を申立人組合の組合員に支給しなか

ったことは、申立人組合の組合員に対する不利益取扱い及び申立人

組合に対する支配介入に該当するか。（争点２） 

 ３ 被申立人会社が、平成２６年１２月２６日付け覚書に基づきＣ組

合の組合員に対し、金員を支給したこと及び平成２７年１月２８日

付け覚書等に基づき、いずれの労働組合にも属さない従業員（以下

「非組合員」という。）に対し、金員を支給したことは、申立人組

合に対する支配介入に該当するか。（争点３） 

 

第３ 認定した事実  

 １ 当事者等  

⑴ 申立人組合は、被申立人会社の従業員らによって組織される労

働組合で、Ａ２組合の支部組織である。審問終結時における組合

員数は４０人である。 

⑵ 個人申立人らは、いずれも被申立人会社の各営業所において勤

務する被申立人会社従業員で、申立人組合の組合員である。 

⑶ 被申立人会社は、Ｄ会社の１００パーセント出資子会社であっ

て、特定貨物自動車運送業を目的とする従業員数７０人の株式会
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社であり、神戸市に所在する本社以外に、新潟営業所、四日市営

業所、尼崎営業所、姫路営業所、倉敷営業所及び新居浜営業所を

設置し、タンクローリー車で液化ガスを運送し、液化ガスタンク

に充塡する業務を行っている。 

被申立人会社の代表取締役は、平成１８年１月から平成２７年

６月まではＢ２であり、平成２７年７月以後はＢ１が就任してい

る。 

⑷ 被申立人会社には、申立人組合のほか、Ｃ組合があり、審問終

結時における組合員数は１２人である。 

 ２ 本件一時金交渉  

⑴ 第１回団体交渉前の経緯 

ア 平成２６年１０月２２日、申立人組合は、被申立人会社に対

し、本件一時金として、９０万円以上支給すること及び回答は

同年１１月５日までに書面で行うことを要求した。 

イ 同年１１月６日、被申立人会社は、申立人組合に対し、本件

一時金の回答について、厳しい財務状況を精査中で、考課対象

である１０月の収益が確定する同年１１月１０日以降に行う旨

回答した。  

   ウ 同月７日、申立人組合は、被申立人会社に対し、財務状況の

具体的な精査状況を書面で説明するよう求めた。  

   エ 同月１４日、被申立人会社は、申立人組合に対し、本件一時

金として、１人当たり１５万円を提示し、支給日は、同年１２

月１０日又は同日以降で協定締結日から１週間以降とすると通

知した。 

なお、この通知には、被申立人会社の財務状況の説明の記載

はなかった。 

   オ 同年１１月１９日、申立人組合は、被申立人会社に対し、本

件一時金についての団体交渉の実施を申し入れた。 

   カ 同月２０日、被申立人会社は、団体交渉の実施に同意する旨

を回答した。  

   キ 同年１２月１日、申立人組合は、被申立人会社に対し、同月
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４日の団体交渉の実施を申し入れた。  

⑵ 第１回団体交渉 

   ア 平成２６年１２月４日、第１回団体交渉が行われた。  

イ 被申立人会社は、申立人組合に対し、被申立人会社の収入及

び支出の項目、金額などが記載された運送管理表を手交した。  

運送管理表の項目は、固定運賃、変動運賃、通行料、損害保

険等の収入科目、人件費、減価償却費、賃借料、一般管理費、

雑支出、時間外等、自動車維持費、高速道路料、旅費・雑など

の支出科目、損益などであり、同年１０月分及び同年１１月分

並びに平成２５年及び平成２６年の１月分から１１月分までの

累計が記載されている。  

ウ 被申立人会社は、売上げが前年比で４パーセントないし５パ

ーセント減少していること、燃料が高止まりの状態にあること

及び赤字の状況で経営が苦しいことから、将来的な被申立人会

社の存続を考えると本件一時金として大きな金額を支払うこと

ができない旨を説明し、前日にＣ組合に提示した額と同額であ

るとして本件一時金２０万円を提示した。これに対し、申立人

組合は、提示金額が非常に低いため団体交渉を継続する旨を述

べた。  

エ 申立人組合は、被申立人会社に対し、運送管理表の内容及び

支給額を２０万円とした根拠についての説明を求めた。  

オ 被申立人会社は、運送管理表の内容の説明を始めたが、その

説明の途中で、申立人組合は、運送管理表については持ち帰っ

て検討し、求釈明文書を後日提出すると述べた。  

⑶ 第１回団体交渉から第２回団体交渉までの間の経緯 

ア 平成２６年１２月８日、申立人組合は、被申立人会社に対し、

第１回団体交渉において被申立人会社が提出した運送管理表に

ついて、「１ 雑支出に対する根拠と具体的説明」、「２ 固

定運賃費、変動費の関連について根拠と具体的説明」、「３  

 『１及び２』に関連するその他の事項」、「４ 一般管理費

の具体的内訳の説明」及び「５ 運行時間と総労働時間の関係
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についての具体的説明」の５項目の釈明を同月１０日までに書

面で提出するよう求めた。 

イ 同月９日、被申立人会社は、申立人組合に対し、「雑支出」、

「運賃、運賃構成、運賃入札方法」、「一般管理費構成」及び

「運行時間・総労働時間」について、書面で回答した。  

⑷ 第２回団体交渉 

ア 平成２６年１２月１０日、第２回団体交渉が行われた。  

イ 申立人組合は、本件一時金支給額の検討結果の回答を求めた

のに対し、被申立人会社は、財務状況が赤字であるため２０万

円の提示を維持すること、本件一時金支給額について、支出が

収入を上回るコスト構造の問題を抱えており、この問題が改善

されない限り、仮に単年度の黒字が出ても、今以上の額の回答

は難しい旨を説明した。 

ウ 申立人組合は、被申立人会社に対し、申立人組合の組合員に

対する未払賃金等請求訴訟の判決を受け、被申立人会社がＣ組

合の組合員及び非組合員に対しても未払賃金を精算することに

ついて、消滅時効の援用ができる期間の未払賃金を支払うこと

は不当であり、未払賃金精算の原資を本件一時金として支給す

べきであること及び本件一時金支給額について、再度検討する

ことを求めた。 

⑸ 第２回団体交渉から第３回団体交渉までの間の経緯 

ア 平成２６年１２月１６日、申立人組合は、被申立人会社に対

し、第１回団体交渉で提出された運送管理表について、「１  

 雑給に対する根拠と具体的内訳（金額）及び詳細な説明」、

「２ 旅費・雑に対する根拠と具体的内訳（金額）及び詳細な

説明」、「３ 雑支出の当月１１月支出金額の内訳と具体的で

詳細な説明」、「４ 人件費に含まれるとする営業所管理職の

基本給平均及び一時金平均支給額」、「５ 車両を売却した際

の金額の総額及び現時点での残高とその推移」及び「６ 平成

２６年の全業務係の平均基本給」についての釈明を同月１８日

までに書面で提出するよう求めた。 
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イ 第３回団体交渉当日の同月１９日午後４時頃、被申立人会社

は、申立人組合に対し、上記アの１から６までの事項に係る内

訳及び金額を記載した資料（以下「別表」という。）をファク

シミリ送信した。 

⑹ 第３回団体交渉 

ア 平成２６年１２月１９日午後７時、第３回団体交渉が行われ

た。  

イ 申立人組合は、本件一時金支給額の検討結果の回答を求めた

のに対し、被申立人会社は、２１万円を提示した。 

ウ 申立人組合は、運送管理表と別表とで数値が一致しない箇所

についての説明を求めたのに対し、被申立人会社は、持ち帰っ

て検証する旨回答した。 

エ 申立人組合は、別表に記載されている車両売却費の残額を本

件一時金の原資に充てられるのではないかと質したのに対し、

被申立人会社は、運転資金として必要なものであり、本件一時

金の原資には充てない旨回答した。 

⑺ 第３回団体交渉から第４回団体交渉までの間の経緯 

 平成２６年１２月２４日、申立人組合は、被申立人会社に対し、

被申立人会社が財務状況の具体的な説明をしないことから本件一

時金の合意ができないこと及び第４回団体交渉でキャッシュフロ

ーを含む全ての財務状況の具体的な説明を求めることを通知した。 

⑻ 第４回団体交渉 

ア 平成２６年１２月２５日、第４回団体交渉が行われた。  

イ 被申立人会社は、本件一時金の最終回答として２３万円を提

示した。 

ウ 申立人組合は、本件一時金を増額できた理由について説明を

求めたのに対し、被申立人会社は、被申立人会社の財務状況か

らは本件一時金を支給できる状況ではないが、従業員の生活の

ことを考え、できる限りの上積みをしようとした結果である旨

を説明した。 

エ 申立人組合は、運送管理表と別表とで数値が一致しない箇所
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について、資料に基づいた説明を求めたのに対し、被申立人会

社は、運送管理表は月次決算前の資料で確定分ではなく、その

後月次決算を行った際に数値を修正しており、修正後の数値を

引用したものが別表であること、また、運送管理表と別表とで

は、勘定科目の仕分け方が一部異なっており、項目によっては

数値が一致しない箇所があるが、収入及び支出の合計額につい

ての不一致はないことなどを説明し、修正後の運送管理表を手

交した。 

オ 申立人組合は、本件一時金を２３万円に増額できた根拠とな

る資料の提示を求めたのに対し、被申立人会社が口頭で説明し

ようとしたところ、申立人組合は、これを遮り、被申立人会社

には申立人組合が納得する資料を準備する責務があると述べた。 

カ 申立人組合は、被申立人会社が保有している資金を本件一時

金として配分しない理由について説明を求めたのに対し、被申

立人会社は、被申立人会社を運営するための資金として必要な

ものであり、本件一時金の原資にはできない旨説明した。 

⑼ 第４回団体交渉後の経緯 

被申立人会社は、申立人組合に対し、平成１９年から平成２６

年までの貸借対照表及び平成２６年の損益計算書を送付した。 

なお、平成２６年の貸借対照表の純資産の部は、マイナスとな

っていた。 

３ 本件一時金の支給 

⑴  一時金の支給については、被申立人会社の賞与規程第２条に

「賞与は、毎年２回、６月及び１２月に支給する。」、第５条に

「賞与総額、支払日、その他に関してはその都度定める。」と規

定されており、これを受けて、一時金の支給時期及び金額につい

ては、被申立人会社と申立人組合との合意により決定されている。 

⑵ 平成２７年２月１８日、被申立人会社は、申立人組合に対し、

Ｃ組合及び非組合員の支給対象者と２３万円で合意したこと並び

に早期に本件一時金を支給したいので、同額での合意を希望する

ことを通知した。 
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⑶ 同年７月３日、平成２７年夏季一時金の団体交渉が行われた。

被申立人会社は、平成２７年夏季一時金について、２５万円を提

示した。 

申立人組合は、本件一時金について、一人当たり２３万円を仮

払いすれば、平成２７年夏季一時金については、２５万円で妥結

する旨述べた。 

被申立人会社は、仮払いは、最終的な解決を阻害する要因にな

り得ること及び仮払いが前例となることを懸念していることを述

べ、本件一時金を２３万円とする妥結の提案をした。 

申立人組合は、被申立人会社の提案に応じられない旨述べたた

め、被申立人会社は、仮払いについて持ち帰って検討し、同月６

日までに回答する旨述べた。 

⑷ 同月６日、被申立人会社は、申立人組合に対し、仮払いは今回

限りの対応であり、申立人組合が今後の交渉において仮払いを要

求しないこと、本件一時金の最終的な妥結は労働協約締結による

こと、本件一時金の額について２３万円で同意し、追加要求をし

ないことなどを条件として、仮払いに同意すると回答した。 

⑸ 同月１０日、申立人組合と被申立人会社とは、上記⑷の条件を

前提として本件一時金の仮払いについて合意し、被申立人会社は、

申立人組合に対し、仮払金として６６７万円を支払った。 

 ４ 覚書に基づきＣ組合の組合員等に対し、金員を支給したこと。  

  ⑴ 平成２２年３月２９日、申立人組合の組合員は、被申立人会社

に対し、被申立人会社が乗務日当等を割増賃金算定の基準内賃金

に含めずに割増賃金を算定するなどしていたため、平成２０年４

月分から平成２２年２月分までの間の賃金の未払があるとして、

未払賃金等請求訴訟（神戸地方裁判所平成２２年（ワ）第１０６

４号）を提起した（以下「第１次訴訟」といい、この訴訟の原告

となった申立人組合の組合員を「原告ら」という。）。  

  ⑵ 平成２２年４月２３日、第１次訴訟に係る訴状が被申立人会社

に送達された。その約１週間後、Ｃ組合は、被申立人会社に対し、

第１次訴訟についての被申立人会社の対応を尋ね、申立人組合が
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一緒に訴訟をしようなどとＣ組合の組合員を勧誘しており、Ｃ組

合の組合員が動揺し、同様の訴訟を提起すべきとの意見がある旨

述べた。 

被申立人会社は、訴訟で被申立人会社の主張が認められなかっ

た場合には、従業員に対して公平な取扱いをすること、未払賃金

の支払において消滅時効は援用しないこと、訴訟提起を思いとど

まってほしいことを述べたのに対し、Ｃ組合は、訴訟を提起しな

い旨述べた。 

  ⑶ 平成２４年７月１９日、原告らは、平成２２年３月分から平成

２４年２月分までの間の賃金について、上記⑴と同様の未払賃金

等請求訴訟（神戸地方裁判所平成２４年（ワ）第１６００号。以

下「第２次訴訟」という。）を提起した。 

 ⑷ 平成２５年６月２８日、神戸地方裁判所は、第１次訴訟及び第

２次訴訟について、乗務日当等は原告らの割増賃金の算定に当た

り基礎に組み入れられるべきであるとして、被申立人会社には原

告らに対する未払割増賃金があることを認め、一部勝訴の判決を

出した。 

⑸ これに対し、原告ら及び被申立人会社は、控訴（大阪高等裁判

所平成２５年（ネ）第２３６２号）を提起した。 

  ⑹ 同年１１月１１日、被申立人会社は、原告らに対し、上記⑷の

判決に従い、未払割増賃金及び遅延損害金を支払った。 

  ⑺ 平成２６年１月８日、Ｃ組合は、被申立人会社に対し、原告ら

と同様の計算に基づく未払割増賃金の支払を求めた。 

  ⑻ 同月２２日、被申立人会社は、Ｃ組合に対し、未払賃金につい

ては、原告らに支払った金額の平均額を基に乗務日当等の支給該

当期間に応じた一律の支払とすること、具体的な支給額は上記平

均額から１０パーセントに相当する額を差し引いた金額とするこ

と並びに遅延損害金及び付加金は含めないことを支払条件として

提案した。 

これに対し、Ｃ組合は、次のことを述べた。 

   ア 原告らに支払った未払割増賃金の平均額より１０パーセント
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少ない額をＣ組合の組合員に支払うことについては、組合員の

了解が得られないが、減額の割合を小さくする交渉は可能であ

ること。 

   イ 申立人組合の組合員は、申立人組合に入れば被申立人会社に

未払割増賃金の請求ができるとして、申立人組合への加入を勧

誘していること。 

⑼ 同年６月２７日、大阪高等裁判所は、原告らの控訴は棄却し、

被申立人会社の控訴に基づき、原審の判決の一部を変更した。乗

務日当等は原告らの割増賃金算定に当たり基礎に組み入れられる

べきであるという原審の判断は維持された。 

  ⑽ これに対し、被申立人会社は、上告及び上告受理申立て（最高

裁判所平成２６年（オ）第１６３２号及び最高裁判所平成２６年

（受）第２１０３号）を行った。 

  ⑾ その後、申立人組合の組合員らは、平成２４年３月分以後の未

払割増賃金についての支払を求めたが、被申立人会社は、支払に

応じなかった。 

⑿ 平成２６年８月２６日、申立人組合の組合員らは、被申立人会

社に対し、平成２４年３月分から平成２６年３月分までの間の賃

金について、上記⑴と同様の未払賃金等請求訴訟（神戸地方裁判

所 平 成 ２ ６ 年 （ ワ ） 第 １ ６ ５ ３ 号 。 以 下 「 第 ３ 次 訴 訟 」 と い

う。）を提起した。 

このことについて、被申立人会社は、申立人組合に対し、上記

⑵と同様の、未払賃金の支払において消滅時効は援用しないこと

及び訴訟提起を思いとどまってほしいということは述べていない。 

⒀ 同年１２月２６日、被申立人会社とＣ組合とは、被申立人会社

が、Ｃ組合の組合員１５人に対し、原告らに支払った平成２０年

４月分から平成２４年２月分までの間における未払割増賃金額の

平均額の９７パーセント相当額を平成２６年１２月３０日までに

支払う旨の覚書を締結した。 

なお、この覚書には、遅延損害金及び付加金の支払についての

記載はなかった。 
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その後、被申立人会社は、Ｃ組合の組合員に未払割増賃金を支

払った。 

  ⒁ 平成２７年１月２８日から同年５月２９日までの間において、

被申立人会社は、非組合員に係る未払割増賃金の支払条件につい

て、Ｃ組合の組合員と同じ内容で非組合員１２人と個別に覚書を

締結し、その後、未払割増賃金を支払った。 

  ⒂ 同年４月１４日、最高裁判所は、上告を棄却し、また、上告受

理申立ての不受理を決定した。  

 

第４ 判断  

 １ 本件一時金交渉に係る被申立人会社の対応は、不誠実団体交渉に

該当するか。（争点１）  

⑴ 申立人らの主張  

ア 本件一時金交渉において、申立人組合は、本件一時金の提案

額の根拠を、被申立人会社の財務状況との関係で、具体的に説

明せよと要求した。  

被申立人会社は、財務状況を精査したプロセスを新たに書面

化するなどして説明すべきであったが、被申立人会社は、申立

人組合の要求内容を理解しながら、あえて、本件一時金の提案

額につながらない運送管理表を提示するなどし、以下のとおり、

本件一時金の提案額の根拠を、被申立人会社の財務状況との関

係で、具体的に説明をしなかった。  

この被申立人会社の対応は、不誠実団体交渉に該当する。  

イ 第１回団体交渉  

被申立人会社は、団体交渉を実のあるものにするために、団

体交渉で被申立人会社の財務状況を説明するために使用する資

料については、事前に開示しておくべきであったにもかかわら

ず、運送管理表を事前に開示せず、交渉当日に申立人組合に手

交し、抽象的に売上げが減少している、燃料費が高騰している

と口頭で説明した。そのため、申立人組合は、資料を持ち帰っ

て検討すると回答せざるを得ず、実のある団体交渉を行えなか
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った。  

また、被申立人会社は、本件一時金の提案額を２０万円とす

る根拠について、被申立人会社の財務状況と結び付けた説明を

しなかった。  

ウ 第２回団体交渉  

被申立人会社は、本件一時金の提案額を２０万円で維持する

ことについて、被申立人会社の財務状況が赤字であることを根

拠として挙げ、申立人組合の組合員らとの裁判のために約５，

０００万円を支出しており、その支出がなければ黒字になると

説明した。  

申立人組合は、裁判費用が掛かっているのはＢ２の労務政策

に問題があるからであると指摘したのに対し、被申立人会社は、

赤字でなかったとしても、今以上の回答は出さない、財務状況

が黒字であるかどうかは本件一時金の提示金額に影響しない旨

述べ、赤字であることを理由に増額できないという発言と矛盾

する発言をした。  

エ 第３回団体交渉  

団体交渉日の１６時、被申立人会社は、申立人組合に対して

別表をファクシミリで送信してきたが、この別表は、１２月４

日に手交された運送管理表の内容を説明するものでありながら、

記載された数値は運送管理表と食い違っていた。申立人組合は、

同日１９時から行われた本件一時金交渉において、運送管理表

とその別表の数値が一致していないことなどを指摘したが、被

申立人会社は、これらについて説明することができなかった。  

被申立人会社は、無い袖は振れない旨述べ、申立人組合の本

件一時金増額要求に応じない意思を示した。  

しかし、申立人組合の組合員らが未払賃金等請求訴訟におい

て一部勝訴判決を得たことを受け、その認容額に類する金額の

解決金を、消滅時効が完成した部分を含めてＣ組合の組合員や

非組合員に任意に支払ったことからすると、その説明は矛盾し

ている。  
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オ 第４回団体交渉  

被申立人会社は、修正後の運送管理表を手交したものの、運

送管理表と別表との数値の不一致の原因を抽象的にしか説明し

なかった。  

被申立人会社は、従前から申立人組合の本件一時金増額要求

に応じられない根拠について、赤字であり財務状況が厳しいと

述べる一方、一定の現金を保有しているとも述べ、矛盾する説

明をした。  

申立人組合は、資金を本件一時金として配分しない理由を尋

ねたのに対し、被申立人会社は、使途が違うなどと具体的な説

明をしなかった。  

⑵ 被申立人会社の主張 

ア 被申立人会社は、以下のとおり、本件一時金の原資の有無に

ついては、運送管理表、貸借対照表、損益計算書等可能な限り

の資料を開示し、赤字決算、債務超過の状況で本件一時金の原

資が作れないことを説明した。  

申立人組合は、本件一時金の原資を示す資料の開示を要求し

ていたが、資料が特定されなかったことに加え、被申立人会社

には本件一時金の原資はなく、妥結した金額に応じ借入れを増

やす必要があったのであり、本件一時金の原資をあらかじめ示

すことは不可能であった。  

申立人組合は、開示を求める資料を具体的に特定せず、全て

の財務状況に関する詳細で具体的な説明や存在しない資料の開

示を要求するなどの交渉態度に終始していた。その結果、被申

立人会社が申立人組合の意図した資料を開示しなかったとして

も、不当労働行為には該当しない。  

イ 第１回団体交渉  

被申立人会社は、月次決算後の管理資料が出来上がっていな

かったものの、申立人組合からの資料の請求を受け、団体交渉

に合わせて、月次決算修正前の運送管理表を提示した。  

被申立人会社は、売上げの低下や自動車維持費について、運
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送管理表の具体的数値をもって示した。  

ウ 第２回団体交渉  

被申立人会社は、乗務員の賃金水準及び労務費の割合が高い

ことなどに起因し支出が収入を上回るという構造的な問題があ

るため、その問題が解決されない限り、仮に短期的に黒字が出

たとしても、本件一時金として今以上の金額を出すことは難し

い旨を説明した。そして、仮に黒字であっても多額の本件一時

金を払うことはできない状況の下で、そもそも赤字であるため、

多額の本件一時金を払うことはできず増額できないと述べたの

であって、被申立人会社の発言は、何ら矛盾していない。  

エ 第３回団体交渉  

被申立人会社は、運送管理表と別表との数値が食い違う箇所

について、運送管理表は月次決算前のものであり、月次決算修

正後の別表に基づき、自動車維持費や賃借料等の金額が入り混

じっていた部分を修正し、説明した。  

Ｃ組合の組合員や非組合員に対し、未払割増賃金を支払った

ことについては、割増賃金は法的な支払義務があるものである

から、これを支払って初めて正しい利益や財務状況が算出でき

るものである。その上で利益等にも鑑み、一時金を出すことが

できる財務状況であれば、一時金支給の有無及びその額を決定

するというのは、合理的な経営上の考え方である。  

したがって、無い袖は振れない旨の発言とＣ組合の組合員や

非組合員に対して未払割増賃金を支払ったこととは、何ら矛盾

はしない。  

オ 第４回団体交渉  

被申立人会社は、運送管理表は月次決算前の資料であり、そ

の後月次決算を行った際に数値の誤りを修正し、修正後の数値

を引用したのが別表である旨説明し、修正後の運送管理表を提

示した。  

被申立人会社は、申立人組合に対し、被申立人会社としてで

きる限りの資料の提示を行っていると述べたが、申立人組合は、
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申立人組合が納得するものを準備するのが被申立人会社の最低

限の責務であると述べるのみで、具体的にどのような資料を求

めるのかを明らかにしなかった。 

⑶ 当委員会の判断 

ア 労組法第７条第２号は、使用者が団体交渉をすることを正当

な理由がなくて拒むことを不当労働行為として禁止しているが、

使用者が労働者の団体交渉権を尊重して誠意を持って団体交渉

に当たったとは認められないような場合も、団体交渉の拒否と

して不当労働行為になる。  

したがって、使用者は、自己の主張を相手方が理解し、納得

することを目指して、誠意を持って団体交渉に当たらなければ

ならず、労働組合の要求及び主張に対する回答や自己の主張の

根拠を具体的に説明したり、必要な資料を提示したりするなど

し、また、結局において労働組合の要求に対し、譲歩すること

ができないとしても、その論拠を示して反論するなどの努力を

すべき義務があるのであって、合意を求める労働組合の努力に

対しては、このような誠実な対応を通じて合意達成の可能性を

模索する義務がある。  

イ 前記第３の２で認定した事実からすると、被申立人会社は、

申立人組合に対し、第１回から第４回までの本件一時金交渉に

おいて、財務状況との関係で一定の説明をしたということがで

きる。  

特に、被申立人会社は、申立人組合に対し、第３回団体交渉

において、別表に記載されている車両売却費の残額は、運転資

金として必要なものであり、本件一時金の原資には使わない旨

回答し〔第３の２⑹エ〕、第４回団体交渉において、保有して

いる資金は、運営するための資金として必要なものであり、本

件一時金の原資にはできない旨などを説明したこと〔第３の２

⑻カ〕が認められることから、被申立人会社は、本件一時金交

渉において、本件一時金の原資の状況に言及し、具体的に説明

したということができる。 
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また、本件一時金の提案額の根拠を被申立人会社の財務状況

との関係で説明する場合、財務諸表を基本として説明すれば足

りると考えられるところ、本件一時金交渉において、被申立人

会社が提示した運送管理表は、損益計算書の内容と類似の内容

が記載されている資料であり〔第３の２⑵イ〕、また、同じく

被申立人会社が提示した別表は、その運送管理表に記載されて

いる数値に係るより詳細な説明資料であるといえるので、被申

立人会社が運送管理表及び別表を提示して説明していることか

らすると、本件一時金の提案額の根拠や本件一時金の原資の有

無について、財務状況との関係で必要な資料を提示して説明し

ているということができる。  

ウ さらに、第２回団体交渉において、申立人組合は、本件一時

金支給額の検討結果の回答を求めたのに対し、被申立人会社は、

財務状況が赤字であるため２０万円の提示を維持すること、本

件一時金支給額について、支出が収入を上回るコスト構造の問

題を抱えており、この問題が改善されない限り、仮に単年度の

黒字が出ても、今以上の額の回答は難しい旨説明したこと〔第

３の２⑷イ〕、第４回団体交渉において、申立人組合は、運送

管理表と別表の数値が一致しない箇所について、資料に基づい

た説明を求めたのに対し、被申立人会社は、運送管理表は月次

決算前の資料で確定分ではなく、その後月次決算を行った際に

数値を修正しており、修正後の数値を引用したものが別表であ

ることを説明したこと〔第３の２⑻エ〕などが認められる。  

これらのことからすると、被申立人会社は、申立人組合の説

明要求に対しては、適切に対応しているということができる。 

エ 以上のとおり、第１回から第４回までの団体交渉において、

被申立人会社は、必要な資料を提示し、具体的に説明を行って

いること及び申立人組合の説明の要求に対しては、適切に対応

していることからすると、被申立人会社は、このような対応を

通じて合意達成の可能性を模索しているということができるの

で、被申立人会社の対応は、不誠実な団体交渉であるというこ
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とはできず、労組法第７条第２号に該当しない。  

 ２ 被申立人会社が、本件一時金を申立人組合の組合員に支給しなか

ったことは、申立人組合の組合員に対する不利益取扱い及び申立人

組合に対する支配介入に該当するか。（争点２）  

  ⑴ 申立人らの主張  

被申立人会社が申立人組合の組合員に本件一時金を支給しなか

ったことは、申立人組合が被申立人会社の財務状況について質問

するという正当な組合活動を行った故になされたものであり、申

立人組合の組合員に対する不利益取扱いに該当する。  

また、組合活動を行うことによって本件一時金の支給が受けら

れないということになれば、申立人組合の組合員は組合活動を行

うことを躊躇したり、不安に感じることとなり、ひいては申立人

組合を脱退しようということになるのであるから、申立人組合に

対する支配介入にも該当する。  

  ⑵ 被申立人会社の主張 

一時金の支給額及び支給日は、労使合意により決定されるもの

である。被申立人会社は、第４回団体交渉で、申立人組合に対し、

Ｃ組合が妥結した金額と同額を提案したが、申立人組合がこれに

応じなかったために妥結に至らず、本件一時金を支給できなかっ

たに過ぎないものであり、不利益取扱い及び支配介入に該当しな

い。  

平成２７年７月１０日、被申立人会社と申立人組合とは、覚書

を締結し、被申立人会社は、申立人組合の指定する口座に、本件

一時金の仮払金として、６６７万円を一括で支払った。 

  ⑶ 当委員会の判断  

申立人組合と被申立人会社とは、本件一時金交渉が妥結してい

ない〔第３の２〕ところ、被申立人会社においては、一時金の支

給時期及び金額が労使間の合意により決定される〔第３の３⑴〕

ものであるため、被申立人会社は、申立人組合の組合員に対し、

本件一時金を支給しなかった。  

その後、被申立人会社は、平成２７年２月１８日に、本件一時
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金についてＣ組合及び非組合員の支給対象者と２３万円で合意し

たことを申立人組合に伝え、早期に本件一時金を支給したいので、

同額での合意を希望し〔第３の３⑵〕、平成２７年７月３日の団

体交渉において、再度、本件一時金を２３万円とする妥結の提案

をしていること〔第３の３⑶〕が認められる。  

以上のことからすると、被申立人会社は、単に、本件一時金に

ついて、妥結できていないから支払えなかったに過ぎず、その後

の経過をみても、被申立人会社があえて申立人組合と妥結しない

ようにしたとも認めることはできない。  

そうすると、申立人組合が団体交渉において被申立人会社の財

務状況について質問するという正当な組合活動を行った故に、被

申立人会社は、本件一時金を支給しなかったということはできな

いので、本件一時金を支給しなかったことが、申立人組合の組合

員に対する不利益取扱い及び申立人組合に対する支配介入に該当

するという申立人らの主張には理由がない。 

 ３ 被申立人会社が、平成２６年１２月２６日付け覚書に基づきＣ組

合の組合員に対し、金員を支給したこと及び平成２７年１月２８日

付け覚書等に基づき非組合員に対し、金員を支給したことは、申立

人組合に対する支配介入に該当するか。（争点３）  

  ⑴ 申立人らの主張  

ア 原告らが被申立人会社に対して割増賃金の支払を求めた未払

賃金等請求事件において、賃金の一部が未払であることが認め

られた。被申立人会社は、上記訴訟で認められた未払割増賃金

の支払を受けることができなかったＣ組合の組合員及び非組合

員に対して平成２０年４月から平成２４年２月までの期間の乗

務日当等を割増賃金の算定基礎に組み入れた場合の賃金支給額

と、同期間の実際の支給額の差額分を消滅時効を援用すること

なく支給した。  

イ 原告らが未払割増賃金の支払を受けることになったのは、訴

訟の提訴から４年余りを掛けた裁判闘争の成果ともいうべきも

のであり、申立人らが裁判闘争を組合活動として明確に位置付
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け、一丸となって膨大な時間と労力と費用を掛けて獲得したも

のである。  

それにもかかわらず、その獲得成果を、裁判闘争に何ら関与

していないＣ組合の組合員及び非組合員に与えることは、申立

人組合の組合活動の成果を実質的に減殺するとともに、申立人

組合の組合員に、申立人組合に所属していることに対する動揺、

不満や申立人組合に対する不信を醸成し、申立人組合の団結を

揺るがせることになる。  

ウ また、被申立人会社は、Ｃ組合が第１次訴訟についての対応

を尋ねたところ、Ｃ組合に対しては、訴訟提起を思いとどまる

よう説得し、任意に支払ったにもかかわらず、申立人組合に対

しては、第１次訴訟及び第２次訴訟の高裁判決後も、新たな訴

訟を提起しないでほしいなどの説得はせず、任意に支払わなか

った。その結果として、申立人組合の組合員らは、新たに第３

次訴訟を提起せざるを得なかったことからすると、被申立人会

社は、申立人組合を差別的に取り扱っていることになり、被申

立人会社には支配介入意思があるということができる。  

エ 以上のとおり、被申立人会社が、Ｃ組合の組合員及び非組合

員に対して乗務日当等を割増賃金の算定基礎に組み入れた場合

の賃金支給額と実際の支給額との差額を支給したことは、支配

介入に該当する。  

  ⑵ 被申立人会社の主張 

ア 全乗務員に適用される賃金制度の仕組み自体から発生する割

増賃金については、Ｃ組合の組合員や非組合員に対しても支払

義務が生じる以上、これらを等しく取り扱う必要があった。  

しかし、被申立人会社は、Ｃ組合の組合員らが訴訟遂行の手

間を要していないことや、訴訟を提起した場合に要する裁判費

用等を支出していないことなどを踏まえ、手間とコストを掛け

た申立人組合の組合員らよりも多くの金員を得ることのないよ

うに、Ｃ組合と割増賃金支払額の減額及び遅延損害金の免除等

の条件で支払うことで交渉し、合意することにより、申立人組
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合へ相応の配慮をすることとしたのであるから、Ｃ組合の組合

員及び非組合員に対し、金員を支給したことには、申立人組合

の弱体化を図る効果は認められず、被申立人会社にはそのよう

な意思も存しない。  

イ Ｃ組合は、原告らの未払割増賃金訴訟の情報を得ていたため、

本来であれば、原告らと同様訴訟を提起し、消滅時効を中断さ

せることが可能であったが、被申立人会社が、万が一判決で被

申立人会社の主張が認められない場合には従業員に対して公平

な取扱いをする旨回答していたことを前提に、訴訟提起を見合

わせたのである。したがって、後になって消滅時効を援用する

ことは権利濫用となることが明らかであったため、被申立人会

社は、消滅時効の援用はできなかった。  

ウ 以上のとおり、被申立人会社は、Ｃ組合及び非組合員と交渉

を行い、妥結した金額を未払割増賃金の一部として支払ったこ

とは、従業員に対する公平な処遇を実現するために行ったもの

であり、申立人組合に対する支配介入には該当しない。  

  ⑶ 当委員会の判断 

申立人らが主張するように、原告らに支払われた未払割増賃金

は、申立人組合の裁判闘争の結果得られたものということができ、

この申立人組合の組合活動の成果といえるものを、裁判闘争を行

っていないＣ組合の組合員及び非組合員に与えることは、申立人

組合の組合活動の成果を実質的に減殺し、申立人組合の組合員の

団結を揺るがすことになり得るということもできる。  

しかしながら、第１次訴訟及び第２次訴訟の争点は、乗務日当

等を割増賃金算定の基準内賃金に含めるかどうかという全乗務員

に適用される賃金制度の仕組み自体に関わるものであること、Ｃ

組合の組合員及び非組合員に支給することは、当該裁判で認めら

れた賃金制度の仕組みをＣ組合の組合員及び非組合員に対して適

用したに過ぎないことが認められ、さらには、被申立人会社は、

Ｃ組合の組合員及び非組合員に対して原告らに支払った平成２０

年４月分から平成２４年２月分までの間における未払割増賃金額
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の平均額の９７パーセント相当額を支払い、遅延損害金について

は支払わない〔第３の４⒀、⒁〕など申立人組合へ一定の配慮を

していることが認められる。  

これらのことを併せ考えると、被申立人会社が、Ｃ組合の組合

員及び非組合員に対して乗務日当等を割増賃金の算定基礎に組み

入れた場合の賃金支給額と実際の支給額との差額を支給したこと

は、申立人組合を弱体化する意図に基づきなされたものとまでは

いうことができない。したがって、労組法第７条第３号に該当し

ない。  

 

第５ 法律上の根拠  

以上の認定した事実及び判断に基づき、当委員会は、労組法第

２７条の１２及び労働委員会規則第４３条の規定を適用して、主

文のとおり命令する。 

 

  平成２８年１１月１０日 

 

                 兵庫県労働委員会 

                  会長  滝 澤 功 治 ○印  
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当事者目録 

 

      尼崎市 

申 立 人  Ｘ１組合 

 

同     新潟市東区 

Ｘ２外２８人 

 

      神戸市中央区 

被申立人  Ｙ会社 

 


